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同上

粉じんに係る届出施設に対する規制基準の遵守命令等

　ばい煙等排出者で粉じんを排出し、又は飛散させるものが、届出施設に係る規制基準を遵守していない
と認めるときは、粉じんに係る届出施設に対する規制基準の遵守、又は当該施設の使用の一時停止を命ず
ることができる。

大阪府生活環境の保全等に関する条例第37条第３項、第111条第４項第４号

　
ばい煙等排出者で粉じんを排出し、又は飛散させるものが、届出施設に係る規制基準を遵守していない

と認めるとき

【規制基準】
　大阪府生活環境の保全等に関する条例第18条第１項、同施行規則第７条第１項、別表５
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